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【
史
料
五
】
放
置
荷
車
、
持
主
見
つ
か
る
。 

（
明
治
二
年
十
二
月
七
日
） 

 

      

【
史
料
の
解
読
】 

同
日
（
明
治
二
年
十
二
月
七
日
） 

一 

小
日
向
水
道
町
々
年
寄
松
五
郎
申
上
候
町
内 

 
 

見
廻
り
候
処
古
川
橋
際
ニ
車
壱
輛
捨
有
之
候
ヲ 

 
 

一
昨
五
日
朝
見
出
申
候
則
持
参
為
御
訴
申
上
候
旨 

 
 

右
之
松
五
郎
組
合
平
蔵
申
来
候 

 
 
 

右
品
三
日
晒
置
否
可
訴
出
旨
申
付
之 

 
 
 

右
車
ハ
武
州
豊
島
郡
上
練
馬
村
百
姓
孫
四
郎 

 
 
 

所
持
品
之
由
同
十
日
双
方
訴
出
候
ニ
付
孫
四
郎
所
持
ニ 

 
 
 

相
違
無
之
候
ハ
ヽ
受
取
渡
可
致
旨
申
渡 

古
文
書
解
読
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
座 

第
七
回 

明
治
の
『
言
上
帳
』
を
読
も
う 

そ
の
５ 

平
成
二
十
一
年
三
月 

 

東
京
都
公
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【
読
み
下
し
文
】 

同
日
（
明
治
二
年
十
二
月
七
日
） 

一 

小
日
向
水
道
町
町
年
寄
松
五
郎
申
し
上
げ
候
。
町
内 

 
 

見
廻
り
候
処
、
古
川
橋
際
に
車
壱
輛
捨
こ
れ
あ
り
候
を 

 
 

一
昨
五
日
朝
見
出
し
申
し
候
。
す
な
わ
ち
持
参
御
訴
の
た
め
申
し
上
げ
候
旨 

 
 

右
の
松
五
郎
、
組
合
平
蔵
申
し
来
た
り
候
。 

 
 
 

右
品
三
日
晒
し
置
き
、
否
訴
え
出
ず
べ
き
旨
こ
れ
を
申
し
付
く
。 

 
 
 

右
車
は
武
州
豊
島
郡
上
練
馬
村
百
姓
孫
四
郎 

 
 
 

所
持
品
の
由
、
同
十
日
双
方
訴
え
出
で
候
に
付
き
、
孫
四
郎
所
持
に 

 
 
 

相
違
こ
れ
な
く
候
わ
ば
、
受
け
取
り
渡
し
致
す
べ
き
旨
申
し
渡
す
。 
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【
解
釈
】 

◆
放
置
荷
車
、
持
主
見
つ
か
る
、 

 

（
明
治
二
年
十
二
月
七
日
の
訴
え
） 

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
十
二
月
五
日
朝
、
小
日
向
水
道
町
（
現
在
の
文
京
区

小
日
向
二
丁
目
、
水
道
二
丁
目
の
一
部
）
の
町
年
寄
松
五
郎
さ
ん
は
、
町
内
見
回

り
中
に
古
川
橋
＊
の
そ
ば
で
荷
車
を
見
つ
け
ま
し
た
。
同
月
七
日
、
松
五
郎
さ
ん

は
、
組
合
の
平
蔵
さ
ん
と
一
緒
に
役
所
に
行
き
、
こ
の
こ
と
を
届
け
出
る
と
、
人

目
に
つ
く
場
所
に
三
日
間
置
い
た
の
ち
、
持
主
が
現
れ
な
け
れ
ば
再
度
届
け
る
よ

う
に
と
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。 

す
る
と
、
偶
然
に
も
、
武
蔵
国
豊
島
郡
上
練
馬
村
（
現
在
の
練
馬
区
春
日
町
・

向
山
・
貫
井
・
田
柄
・
高
松
・
光
が
丘
・
早
宮
・
谷
原
地
域
）
に
住
む
孫
四
郎
さ

ん
か
ら
荷
車
の
紛
失
届
が
出
さ
れ
た
の
で
す
。
両
者
の
言
い
分
が
一
致
す
る
こ
と

か
ら
、
同
月
十
日
、
荷
車
は
無
事
、
孫
四
郎
さ
ん
に
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。  

こ
の
一
件
で
、
興
味
深
い
の
は
、
持
主
を
探
し
出
す
た
め
に
、
荷
車
を
三
日
間
、

人
が
集
ま
る
場
所
に
置
い
て
お
い
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
「
拾

い
物
」（
遺
失
物
）
の
取
り
扱
い
方
法
で
す
。
享
保
六
年(

一
七
二
一)

、「
拾
い
物
」

は
三
日
間
市
中
に
さ
ら
し
て
落
し
主
を
見
つ
け
出
す
旨
の
法
令
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

落
し
た
物
が
お
金
だ
っ
た
場
合
は
半
分
を
お
礼
と
し
て
拾
い
主
に
渡
し
、
反
物
な

ど
お
金
以
外
の
場
合
で
も
相
応
の
お
礼
を
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
も

し
、「
拾
い
物
」
を
役
所
に
届
け
ず
、
着
服
し
た
場
合
に
は
過
料
を
科
す
と
あ
り
ま

す
（『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
三
）。 

  

さ
ら
に
、
こ
の
一
件
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
荷
車
の
持
主
が
上
練
馬
村
の
者
だ

っ
た
こ
と
で
す
。
上
練
馬
村
と
い
え
ば
「
練
馬
大
根
」
で
有
名
で
す
が
、
こ
の
ほ

か
に
も
江
戸
向
け
商
品
と
し
て
牛
蒡
や
蕪
な
ど
を
栽
培
し
て
い
ま
し
た
。
文
政
三

年(

一
八
二
〇)

の
記
録
に
よ
れ
ば
、
大
根
の
生
産
高
は
、
生
大
根
二
五
〇
〇
駄
（
一

駄
一
〇
〇
本
）、
干
大
根
二
七
五
〇
駄
（
一
駄
二
〇
〇
本
）
で
、
こ
れ
に
牛
蒡
・
茄

子
・
蕪
を
加
え
た
根
菜
類
の
総
売
り
上
げ
は
金
五
七
六
両
余
に
も
の
ぼ
り
ま
し
た
。

「
練
馬
大
根
」
は
村
の
経
済
と
江
戸
庶
民
の
食
生
活
を
支
え
て
い
た
の
で
す
。
村

人
た
ち
は
、
根
菜
類
の
生
産
に
必
要
な
肥
料
（
下
肥
）
を
確
保
す
る
た
め
に
武
家

屋
敷
や
商
家
等
と
契
約
し
、
下
掃
除
代
金
を
生
大
根
や
沢
庵
大
根
で
相
殺
し
て
い

た
よ
う
で
す
（
『
練
馬
区
史
』
歴
史
編
）
。
ま
た
、
荷
車
が
停
め
ら
れ
て
い
た
小
日

向
水
道
町
あ
た
り
は
、
練
馬
方
面
か
ら
神
田
の
青
物
市
場
に
向
か
い
道
筋
に
あ
た

り
ま
す
。 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
孫
四
郎
は
荷
車
に
大
根
等
を
積
ん
で
江
戸
に

や
っ
て
き
て
、
所
用
の
た
め
、
少
し
の
間
だ
け
橋
際
に
停
め
て
お
く
つ
も
り
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
運
悪
く
「
拾
い
物
」
と
し
て
届
け
を
出
さ
れ
て
し

ま
い
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

詳
細
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
江
戸
と
近
郊
農
村
の
つ
な
が
り
を
想
像
さ
せ
る

史
料
と
言
え
ま
し
ょ
う
。 

 
＊
古
川
橋
・
・
・
江
戸
川
に
か
か
る
橋
で
、
小
日
向
水
道
町
と
東
古
川
町
を
結
ん
で

い
た
。 

 


